
 

公立大学法人神戸市外国語大学新型コロナウイルス感染症対応マニュアル 

【抜粋版】 

 

  

１．本マニュアルの趣旨（P.4） 

本学の学生、教職員、役員等、本学におけるすべての構成員の生命と安全、健康を

守るため、また感染拡大防止の社会的責任を果たすために、各構成員が取るべき行動

をリスクレベルに応じて示すとともに、万が一、新型コロナウイルス感染症に罹患し

た場合又は罹患したと疑われる場合の対応を定めております。 

 

 

２．新型コロナウイルス感染症に対する本学の対応方針（P.4） 

「神戸市外国語大学新型コロナウイルス感染症に対する対応指針」(別紙)に基づ

き、リスクレベル(レベル０～５)を判断し、レベルに応じて活動の制限を行います。 

 

 

３．日常的な感染予防対策（P.5） 

 感染予防のため、３密（密閉、密集、密接）の回避、身体的距離の確保の他、以下の基

本的な対策等を徹底いただくとともに、「新しい生活様式」を心がけてください。 

 

（１）検温・健康管理の徹底について  

毎日登校/出勤前に体温を計り健康状態を確認するとともに、発熱（平熱より高い場

合）又は風邪症状がみられる場合には、大学に登校/出勤しないようにしてください。 

 

（２）マスク着用 

感染防止のため、学生/教職員のマスク着用を原則とします。 

 

（３）手洗い等による感染予防 

咳エチケットや手洗い、アルコール消毒、うがい等予防を徹底してください。 

 

（４）通学・通勤時における感染予防対策 

  公共交通機関を利用する場合は、以下の事項を徹底してください。 

①必ずマスクを着用すること 

②人との会話は控え、可能な限り距離を保つこと 

③可能な限り混雑時間帯を避けること 
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４．【学生】（P.7）重要 

 学生が、以下に該当する場合に取るべき行動・本学の対応を記載しています。 

（１） 新型コロナウイルス感染症が疑われる症状が出た場合 

（２） 新型コロナウイルス感染症と診断された場合 

（３） 新型コロナウイルス感染症感染者の濃厚接触者として特定された場合 

別紙「フローチャート」も参考にし、適切に行動してください。 

 

 

５．【教職員】（P.18）重要 

教職員が、以下に該当する場合に取るべき行動・本学の対応を記載しています。 

（１） 新型コロナウイルス感染症が疑われる症状が出た場合 

（２） 新型コロナウイルス感染症と診断された場合 

（３） 新型コロナウイルス感染症感染者の濃厚接触者として特定された場合 

別紙「フローチャート」も参考にし、適切に行動してください。 

 

 

６．濃厚接触者について（P.29） 

「濃厚接触者」に該当するか、どのようなことに注意すればよいか、厚生労働省 HPに掲載

されている内容を記載しています。  

＜本学における対応＞ 

 原則として保健所の指示に基づき対応することとしますが、以下の場合には、感染拡大防

止の観点から、適切に行動してください。 

①  同居のご家族に感染又は感染疑いの診断がなされた場合 

→登校/出勤は控え、総務人事班に報告してください。また、不要不急の外出は控えて

ください。 

② 大学（総務人事班）から感染者/感染疑いのある者へ聞き取りを行った結果、「濃厚接

触者」の疑いが高いと考えられる場合 

→総務人事班から情報提供があった場合、上記①と同様の対応をとってください。 

 

＜以下７～13は項目のみ記載＞・・・詳細は、マニュアルにてご確認ください。 

７．入構制限（P.30） 

８．授業の実施形態（P.31） 

９．学生の課外活動（P.31） 

10. 学内行事等（P.32） 

11．事務局体制（P.32） 

12. 学内会議（P.33） 

13. 教職員の国内出張（P.33） 

14. 教職員の服務の取扱い（P.34） 

 （１）服務の取扱い 

 （２）妊娠中の女性職員等への配慮 

 （３）学内託児サービス・ベビーシッター派遣事業について 
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15．感染者・濃厚接触者の人権について（P.36） 

感染者・濃厚接触者の情報については、個人情報保護の観点から、本情報を扱う者は必要

最小限に留め、かつ情報を得た者は、その情報の取り扱いに十分注意してください。 

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解

や偏見に基づく差別を行うことは許されません。 

 公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めてください。 

本学構成員が新型コロナウイルスの陽性者等であると判明しても、当然に、不利益な取扱

いを受けることはありません。また、学生間、教職員等全ての構成員の間での差別的な取扱

いを禁止します。 

 

 

16．大学における主な相談窓口 （P.37） 

 担当 電話 メール 

総合窓口 

本件の総合窓口 

感染/感染疑い

のある場合 

総務人事班 078-794-8121 soumu@office.kobe-cufs.ac.jp 

学部授業 教務入試班 078-794-8133 kyomu@office.kobe-cufs.ac.jp 

学生支援・給付金 学生支援班 078-794-8131 gakusei@office.kobe-cufs.ac.jp 

保健室 保健室 078-794-8136 ― 

メンタルヘルス 学生相談室 078-794-8135 ― 

大学院 研究所班 078-794-8161 rifs2@office.kobe-cufs.ac.jp 

留学 
国際交流班 078-794-8171 

international-office 

@office.kobe-cufs.ac.jp 

図書館 学術情報班 078-794-8151 lib-staff @office.kobe-cufs.ac.jp 

 

＜本学 HPにおける情報公開＞ 

 本学 HPにおいて、新型コロナウイルス感染症にかかる本学の対応を随時更新し情報提

供いたしますので、適宜ご確認ください。 

 http://www.kobe-cufs.ac.jp/news/2020/20487.html 

 

 

17．各種健康相談窓口（学外）（P.37） 

■神戸市新型コロナウイルス専用健康相談窓口（神戸市在住の方） 

電話：078-322-6250 

■兵庫県新型コロナ健康相談コールセンター（兵庫県在住の方） 

 電話：078-362-9980 

■帰国者・接触者相談センター（居住する自治体の相談センター）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 
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